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２０１９年度 社会福祉法人きらりの森事業報告書 

 

理念 

・私たちは、障害のある方の権利擁護を第一に考え、希望が叶えられるよう支援に努めま

す。 

・私たちは、障害のある方の自己実現に向け、継続した支援と過程を大切にし、希望ある

未来を創造することを努めます。 

・私たちは、約束を守り、信頼が持てる法人・個人・事業所になるよう努めます。 

 

１． 法人・施設の運営方針 

 

 

＜社会福祉事業＞ 

Ⅰ 障害者多機能型事業所きらりの森の経営 

 

Ⅱ 相談支援事業所きらりの森の運営 

 

Ⅲ 障害者多機能型事業所ここいろの経営 

 

Ⅳ 就労定着支援事業ここいろの運営 

 

＜公益事業＞ 

Ⅰ 共同住居支援事業の運営 

 

Ⅱ 地域生活支援事業の運営 

 ・こころの健康フォーラムの実施 

 ・サロン事業の運営 

 

＜その他の事業＞ 

Ⅰ 情報提供や家族支援として家族のつどいの実施 

Ⅱ 地域で生活する自信をつける、仲間同士の支え合いを進めるためのピア活動の

実施。法人内ピア支援のための準備会の立ち上げ。 

松山市ピアサポート事業に登録した当事者の活動をサポートするためピアマネジャーとし

て登録、会議参加や活動への同行など行い、当事者が地域で安心して生活するための、当事

者による活動の支援を行いました。 

 

Ⅲ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムへの取り組み 

地域生活移行支援会議では、「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を実

現するため、松山市が今年度久米地区をモデルとして実施。地域事業所と医療機関が連携し

て地域生活者の地域定着を支援できるよう、月1回開催。地域の課題についての検証や啓発

活動の実施などを行いました。 

 

２．理事会・評議員会 開催 
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・理事会を 6/10，6/25，12/5，3/5  計 4 回行いました。 

・定時評議員会を 6/19、評議員会を 1/14、3/31 計 3 回行いました。（1/14 は書面によ

る同意開催） 

 

３．監事監査の実施 

・ 5 月 9 日、24 日に実施。 

 

４．その他の活動 

・ 地域への啓発活動の実施。→ 松山市よりこころの健康フォーラムの委託を受け、公益

事業として実施した。 

・ 町内活動をはじめとする地域活動等。 

項目 

月 
日 内     容 日 内     容 

4月 25 地域生活移行支援会議（久米）   

5月 
5・

24 
監事監査 16 ピアマネジャー連絡会 

 23 地域生活移行支援会議（久米）   

6月 10 理事会 19 定時評議員会 

 25 理事会 27 地域生活移行支援会議（久米） 

7月 18 ピアマネジャー連絡会 25 地域生活移行支援会議（久米） 

8月 22 地域生活移行支援会議（久米） 27 ねっとハウスくろーばーミーティング（事例研修） 

9月 19 ピアマネジャー連絡会 19 実地指導 

 24 ねっとハウスくろーばーミーティング（事例研

修） 
26 地域生活移行支援会議（久米） 

10月 22 ねっとハウスくろーばーミーティング（事例研

修） 
24 地域生活移行支援会議（久米） 

11月 21 ピアマネジャー連絡会 26 ねっとハウスくろーばーミーティング（事例研修） 

 28 地域生活移行支援会議（久米） 28 相談支援専門員等スキルアップ研修 

12月 5 理事会 25 地域生活移行支援会議（久米） 

 26 相談支援専門員等スキルアップ研修事例検討   

1月 14 評議員会 16 ピアマネジャー連絡会 

 23 地域生活移行支援会議（久米） 23 相談支援専門員等スキルアップ研修事例検討 

2月 25 
ねっとハウスくろーばーミーティング（事例研

修） 
25 相談支援専門員等スキルアップ研修 

 27 地域生活移行支援会議（久米） 27 相談支援専門員等スキルアップ研修事例検討 

3月 5 理事会 16 ピアマネジャー連絡会 

 24 
ねっとハウスくろーばーミーティング（事例研

修） 
26 地域生活移行支援会議（久米） 

 26 相談支援専門員等スキルアップ研修事例検討 31 評議員会 
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＜社会福祉事業＞ 

 

（１）事業実施について 

精神に障害を持つ人たちの社会復帰・社会参加を進めるための支援施設として障害

者多機能型事業所きらりの森及び障害者多機能型事業所ここいろ、相談支援事業所き

らりの森、就労定着支援事業所ここいろの運営を行いました。 

 

（２） 職種別職員数  （ 2020年 4月 1日現在）      ※ 内（  ）は兼務 

 職 種 

 

形態 

サービス 

管理責任者 
生活支援員 職業指導員 就労支援員 

目標工賃達

成指導員 

就労定着 

支援員 

 

小  計 

人 人 人 人 人 人 人 

常勤職員 
4 12 0 2(1) 2 1(1) 21(2) 

パート等  

非常勤職員 0 5 6(1) 0 0 0 11(1) 

合   計 
4 17 6(1) 2(1) 2 1(1) 32(2) 

 

職 種 

 

形 態 

看護師 作業療法士 運転手 
相談支援 

専門員 
事務員 小計 

 

合  計 
人 人 人 人 人 人 人 

常勤職員 2 0 0 1 0 3 24(2) 
パート等  

非常勤職員 1 1 1  1 4 15(1) 

合   計 
3 1 1 1 1 7 39(3) 

※ 内（  ）は兼務 

（３） 年間行事実施内容 

項目 

月 日 
きらりの森 日 ここいろ 

4月 1 お花見   

5月 1 美術館レク 29 就労移行見学会 

 10 桑原まちづくり協議会総会   

 26 畑寺地区運動会   

6月 13 北久米小学校見学   

 15 がん検診   

 20 ワンステップ事業（真光園5名）   

7月 15 そうめん流しレク 2 みなら特別支援学校出前授業 

 25 ここいろ合同カラオケ 6 家族の集い 

 29 家族の集い 10 精神保健福祉支援連絡会 

   16 みなら特別支援学校合同説明会 
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17.18 

23.24 
松山市職員研修受け入れ 

   25 きらりの森合同カラオケ 

8月 3 畑寺サマーフェスタ 24 きらりの森合同茶話会 

 13-23 武庫川女子大学実習生 26 みなら特別支援学校来訪 

 24 ここいろ合同茶話会   

9月 19 実地指導 7 県社協バスツアー来訪 

 
23 ここいろ合同運動会 13 ケアネット小野・久米会議 

  23 きらりの森合同運動会 

10月 5-6 相談支援従事者初任者研修 7 地方祭（来住地区） 

 7 地方祭（畑寺地区） 17 桑原まちづくり協議会来訪 

 29 食育講座   

  ワンステップ事業（真光園5回）   

11月 2 真光園バザー 16 河原医療福祉オープンキャンパス 

 23 レガーレマーケット 23 家族の集い 

 8 ワンステップ事業（久米1名）   

  ワンステップ事業（真光園2回）   

12月 7 こころの健康フォーラム   

 

18 真光園家族会見学 18 真光園家族会より見学来訪 

19 歯科巡回診療   

29・30 年末休業   

1月 1・2 年始休業   

 
18 家族の集い   

25 こころの健康フォーラム   

2月 12-14 バレンタイン配達   

 22 ここいろ合同卓球大会   

  ワンステップ事業（真光園4回） 19 みなら特別支援学校訪問 

  ワンステップ事業（久米9回） 22 就労移行懇親会 

3月 27 バーベキューレク   

 

（４） 職員研修、職員会議、防災訓練、健康管理、衛生管理等実施内容 

【評価】 

・ 年間予定に沿って研修会を実施、研修報告書等でスタッフ間での振り返りを重ね、共有

することができました。 

・ 職員ミーティングにより情報の共有を行い、職員が一丸となって課題への取り組むこと

ができました。 
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・ インフルエンザを発症したスタッフが多かったこともあり、2020 年度からは予防接種の

徹底をしていきます。 

項目 

月 
日 きらりの森 日 ここいろ 

4月 12 畑寺運動会打ち合わせ   

5月 10 桑原まちづくり総会   

 22 事例検討模擬   

6月 18 畑寺・来住合同研修 4 障害者職業センター説明会 

 25 避難訓練 18 畑寺・来住合同研修 

 

26 事例検討(外部講師) 22 河原学園オープンキャンパス 

  26 中予自殺対策検討連絡会 

7月 24 事例検討(外部講師)   

8月 21 事例検討(外部講師)   

9月 9 職員研修（岩田先生） 9 職員研修（岩田先生） 

 25 事例検討(外部講師) 18 愛媛県災害時福祉支援地域連携協議会 

10月 23 事例検討(外部講師)   

 29 食育講座   

11月 27 事例検討(外部講師) 26 中予地方局集団指導 

 27 Haccap講習会   

12月 21-22 中四国精神保健福祉士大会in岡山 7.8 サービス管理責任者研修 

   16 感染予防研修会 

   19 松山市自殺対策関係機関連絡会 

1月   21 虐待防止研修 

2月 18-19 愛媛県地域リーダー養成研修 20 職員研修（岩田先生） 

 20 職員研修（岩田先生）   

3月 4 避難訓練 3 避難訓練 

 6 感染予防講習会   

 23 虐待防止研修   

 

＜職員会議＞ 

・運営会議                 月１回 

・各事業ミーティング           各月１回 

・障害者多機能型事業所全体ミーティング  各月１回 

・パートミーティング           各月１回 

 

（５） 事故及び苦情報告（リスク管理） 

昨年に続き車両の事故が多く、７件ありました。また生産活動に伴う事故、苦情がありまし
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たが、その都度利用者とともに振り返り、改善策を取ることで再発を防ぐことができました。 

 

障害者多機能型事業所きらりの森 

＜事故＞ 

発生日/部署 内容 対応 

4 月 10 日 

事業所 

利用者の利用料の授受を行い、

最後に集計したところ、1000

円不足していた。 

利用料の受け渡し時は、必ず２名以上で対応

し、原則お金に直接触れる担当者は限定する

よう決め、周知した。 

6 月 5 日 

継続 B 型 

相談支援専門員がモニタリン

グに来所する旨、事前の連絡を

ご本人に伝え忘れており、当日

の予定の変更に不安を与えた。 

相談支援専門員、利用者へ謝罪。今後は連絡

を受けた際には①カレンダーへ記入、②本人

へ伝達、③担当者間での共有を速やかに行う

こととした。 

6 月 15 日 

継続 B 型 

配食を掛払いにしている事業

所から前月給食代の一部を集

金するも、売上集計時には記載

金額と一致していなかった。 

請求金額の一覧を貼付した封筒を用意し、先

方事業所から受け取る際に一緒に確認して記

入、再度経理職員が金額の確認を行うことに

決め、周知した。 

8 月 14 日 

継続 B 型 

弁当配達用時に携帯する「おつ

りポーチ」から、おつりが紛失

した。 

おつりポーチは配達終了後速やかに事務所金

庫に保管することとした。紛失に気付いた時

点での報連相、紛失状況等を振り返り、再発

防止対策を全員で共有した。 

11 月 8 日 

継続 B 型 

厨房にて食器洗浄作業中に、洗

剤が目に入ってしまった。 

すぐに流水洗浄したが充血していたため受診

同行する。点眼を処方され、その後改善する。

治療費は保険で対応。 

11月22日 

継続 B 型 

販売用のパウンドケーキにカ

ビが生えていた。 

すぐに他の商品も確認する。製菓担当職員、

利用者で原因を考察。シーラー時の空気混入、

シロップの量、刷毛等の衛生管理など。すべ

ての要因について改善し、作業の工程、販売

直前に職員がチェックするようにした。 

12月11日 

継続 B 型 

配達中、誤って細い道に入り、

後退する際に車両をぶつけて

しまった。また、時間がかかり

送迎に遅れた。 

配達時には十分にルートの確認を行い、余裕

を持った早めの行動を心がけるようにした。 

12月25日 

継続 B 型 

配達中、細い道に侵入するた

め、車両を切り返していたとこ

ろ、角の薬局の看板を破損して

しまった。 

すぐに薬局店員へ謝罪。弁償は不要とのこと

だったが、あらためて管理者と謝罪に行った。

配達時はできるだけ幅の広い道路を通行する

よう、ルートの検索をするようにした。 

1 月 15 日 

事業所 

職員の認識の甘さから感染源

となり、インフルエンザの罹患

者が 9 名となった。 

松山市へ報告。職員には必ず予防接種を受け

るよう周知し、費用の法人負担金額を設定し

た。 

1 月 20 日 

継続 B 型 

配達時、車両がフェンスに接触

し、後部テールランプを損傷し

てしまった。 

フェンスに損傷はなかったが、設備管理者で

ある松山市事業団へ報告。車両はすぐに修繕

した。 

2 月 3 日 

継続 B 型 

外部事業所での昼食配膳の際、

食器を破損してしまった。 

事業所へ謝罪し、新しい食器を購入して持っ

ていく。余裕を持った行動で、落ち着いて作

業にあたれるよう、振り返りを行った。 
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＜苦情＞ 

発生日 内容 対応 

5 月 7 日 

継続 B 型 

配達委託事業所へ、ゴールデンウ

ィーク中の営業予定の変更を的

確に伝えておらず、直前になって

委託作業を断ったため、先方の予

定が変わったことについて遺憾

の申し出があった。 

配達委託事業所へ謝罪。スケジュールの変更

が予想できる際には、１カ月前から計画し、

すぐに関係機関へ連絡を行うよう振り返り

を行った。 

6 月 5 日 

生活訓練 

生活訓練利用者の、B 型事業所の

体験に際し、先方と相談支援事業

所に日程の伝達、及び松山市チャ

レンジ事業の申請ができておら

ず、先方事業所より遺憾の申し出

があった。 

対象利用者、先方事業所、相談支援専門員へ

謝罪。体験の貴重な機会をなくし、タイミン

グを失してしまったことは支援の過ちとし

て振り返りを行った。申請については、必ず

決定時点で管理者へ報告、スケジュールを共

有するようにした。 

6 月 7 日 

継続 B 型 

他事業所への昼食配膳の際、注文

されていた特別食の用意が抜け

ており、対象者の配膳が遅れ、不

快な思いをさせてしまった。 

利用者、先方事業所へ謝罪。食事の注文につ

いては、複数回確認し、特に特別職の定期的

な利用者については、平素の状況も含めて確

認するよう徹底した。 

7 月 1 日 

生活訓練 

たばこの管理支援をしている生

活訓練利用者へ、B 型事業所へ体

験に行く日のたばこを、事前に渡

し忘れており、困っているとの申

し出があった。 

利用者へ謝罪。体験などの予定が変更になる

際には、通常のルーティーン業務を必ず見直

し、抜け落ちがないよう複数スタッフで確認

することとした。 

8 月 10 日 

継続 B 型 

共同住居の夕食支援のため、カフ

ェメニューである冷麺、唐揚げの

注文を受けたが、きちんと伝達で

きておらず唐揚げがなかった。予

定のメニューを提供できず、不満

の訴えがあった。 

共同住居へ謝罪。注文を受けた職員は、調理

担当者へ伝達する際には、口頭ではなく必ず

メモにして渡すように徹底した。 

8 月 20 日 

継続 B 型 

昼食配膳をしている事業所の給

食に、グローブの破片が混入して

いたとの申し出を受けた。 

すぐに事業所へ伺い、状況を確認。調理中に

グローブが切れて混入したことが確認でき

たため、調理担当職員、利用者で振り返りを

行った。作業中、作業終了時には、グローブ

を外す前に穴が開いていないかなどを必ず

確認すること、盛り付け時などにも混入がな

いか良く見て確認するよう徹底した。 

9 月 21 日 

継続 B 型 

弁当配達の注文を受けていたお

客様について、担当間で伝達がで

きておらず、弁当が届かない、今

日はもう不要との連絡を受けた。 

管理者と謝罪に伺う。定期注文して頂いてい

るお客様には、必ず確認の連絡をするよう徹

底した。 

12 月 4 日 

継続 B 型 

クリスマス商品であるカップシ

ョートケーキの苺にヘタが付い

ており、不衛生との指摘があっ

た。 

申し出のあったお客様に謝罪する。製菓担当

者で振り返りを行い、商品の製造工程と衛生

管理の注意について再度確認した。 

1 月 8 日 

継続 B 型 

昼食配膳を行っている事業所の

食数が、確認不足により大きく不

足。追加で配達した方の食事が遅

れ、遺憾の申し出を受けた。 

先方事業所と、食事が遅れた利用者へ謝罪。

当該事業所の注文用紙には、小計と合計を記

載する欄があり、一方の小計のみでの食数を

用意してしまった。ルーティーン業務も見落

としがないよう、複数の目で確認することを

周知した。 
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3 月 19 日 

事業所 

送迎の際、先行車両を回避して反

対車線に進入。さらに相手からク

ラクションを鳴らされたことに

対してドライバーが暴言を吐い

たことが怖かった、と利用者から

の申し出を受けた。 

申し出のあった利用者へ謝罪。当該職員へは

注意を行った。特に利用者を乗せて走行する

際には交通ルールを尊守し、不安を持たれな

いよう落ち着いて運転することを職員全員

で確認した。 

 

相談支援事業所きらりの森 

＜事故＞ 

発生日 内容 対応 

7 月 2 日 

相談支援 

個別支援計画が期日までに提出できて

いなかった。 

本人及び松山市保健予防課に報告、謝

罪し、すぐに作成して提出した。 

2 月 3 日 

相談支援 

モニタリングのため本人宅を訪問した

際、記録のファイルを忘れて帰ってし

まった。 

本人からの連絡を受けて発覚。すぐに

取りに戻り、謝罪した。 

 

＜苦情＞ 

発生日 内容 対応 

3 月 9 日 

相談支援 

利用者より、相談員の話し方について、

きつく感じたと申し出があった。 
本人宅へ伺い、謝罪した。 

 

 

障害者多機能型事業所ここいろ 

＜事故＞ 

発生日 内容 対応 

4 月 8 日 

事業所 

利用者の送迎時、ご自宅のガレージに

駐車しようとしたところ、ハイルーフ

ワゴンの上部をカーポート屋根にぶつ

け、車両のアンテナを破損した。 

利用者へ謝罪。管理者へ報告。カーポ

ートに破損はなく、車両のアンテナは

補修した。 

4 月 23 日 

事業所 

送迎時に、トイレを借りるため駐車し

た店舗駐車場にて、エアコンダクトに

衝突して、車両後部を破損した（ダク

トに損傷なし）。 

店舗スタッフに謝罪。ダクトは問題な

く作動するから構わないと言われる。

管理者に報告し、管理者と再度謝罪に

行く。 

5 月 29 日 

就労移行 

利用者が自転車で来所中に、左折侵入

してきた車両と接触し、転倒してしま

った。擦り傷、打撲程度の軽傷だった。 

本人からの連絡を受け、ケアホーム職

員が対応。警察立会いのもとで示談と

なる。来所の手段については、ご本人

と改めて相談した。（保健所へ報告） 

7 月 10 日 

事業所 

送迎時、徐行侵入した交差点で、右側

から走行してきた車用と接触し、車両

を破損した。 

管理者および警察へ報告。保険会社を

介して事故対応をとる。 

7 月 28 日 

生活介護 

卓球レク中に、利用者がバランスを崩

して転倒。その際は「大丈夫」と言っ

ていたが、手指の腫れがあり、翌日受

診し骨折していたことが分かった。 

ケガをした際すぐに受診を勧めなかっ

たことを謝罪。関係機関へ連絡し、そ

の２か月通院同行、治療費は保険にて

対応する。 

8 月 6 日 

生活介護 

風船バレーレク中に、利用者同士が接

触。相手の足に当たった利用者の手に

痛みがあり、受診したところ骨折して

いた。 

関係機関へ連絡。その後３回受診同行、

治療費は保険対応。 
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9 月 8 日 

就労移行 

利用者が休日に自宅近くで転倒。肋骨

が 2 本折れていたことが、数日後本人

の申し出により発覚した。 

申し出後、痛みのある間は送迎を行い、

作業内容に配慮した。毎日の健康チェ

ックや声かけにより、もっと早期に気

づくことができれば良かった。 

9 月 25 日 

事業所 

利用者の朝送迎が抜けていた。送迎表

の確認不足。 

気付いた職員がすぐに送迎に向かっ

た。送迎表は２便目がないか、来所さ

れていない利用者がいないか、繰り返

し確認することを努めるようにした。 

10月17日 

事業所 

関係機関から、施設内での食事と見学

の依頼を受けていたことを予定に入れ

ておらず、対応に時間がかかってしま

った。 

関係機関へ謝罪。連絡を受けた職員が、

施設職員全体に周知していなかった。

今後は予定を共有のカレンダーに記入

し、申し送りで周知するようにした。 

11月16日 

就労移行 

利用者が作業中に、ステンレス用洗浄

スプレーを誤って自分に向けて噴射し

てしまい、洗剤が目に入ってしまった。 

すぐに流水洗浄するが充血しており、

同行受診する。点眼を処方され、その

後改善した。治療費は保険で対応。 

11月24日 

生活介護 

服薬管理をしている利用者へ、月木の

みお渡しするり尿剤を、日曜日に出し

てしまった。 

利用者へ謝罪、病院に報告する。その

後は様子観察により、大事には至らな

かったが、服薬管理については、お渡

しする前に複数スタッフで確認するこ

ととした。 

12月23日 

生活介護 

ボウリングレクにて、利用者がボール

を持って投げようとした際、ふらつき

転倒。受診の結果手指骨折していた。 

その後半年受診同行。治療費は保険対

応。利用者の身体状況に留意し、レク

などの動きのある際には、必ずすぐに

支えられる背後で見守ることとした。 

12月27日 

事業所 

帰宅時、施設裏口のドアの施錠を忘れ

ていた。 

翌日に発覚。喫煙スペースのドアであ

り、喫煙者を中心に、対処時には各出

入口を確認するよう周知した。 

1 月 13 日 

事業所 

送迎で施設に来所し、車両から降りる

際、転倒してしまった。けがはなかっ

た。 

その後しばらく様子観察し、ケガがな

いことを確認。送迎時には必ず職員が

ドアを開け、職員がいるところで下車

して頂くよう、声を掛けるようにした。 

2 月 20 日 

事業所 

送迎時、利用者のマンション駐車スペ

ースにバックで駐車する際、車両後方

をマンションの壁にぶつけてしまっ

た。車両、マンションの壁を破損した。 

マンションの管理者へ報告。その後管

理者と謝罪に行く。修繕費は保険で対

応。今後は駐車する際車止めの有無を

確認、後方を目視でも確認するように

した。 

3 月 16 日 

就労移行 

利用者が外部清掃作業に行くため道具

を車両の後部に積み、閉めようとした

リアハッチが額にあたり、打撲した。 

受診したが軽傷。通常通りの作業であ

っても、その日の体調や気の焦りなど

で負傷することを想定し、繰り返し注

意を促す声かけを行うこととした。 

 

＜苦情＞ 

発生日 内容 対応 

4 月 28 日 

生活介護 

利用者をグループホームにお迎えに行

った際、歩行が難しい様子だったが、そ

のまま事業所にお連れし、かかりつけ医

に相談後総合病院受診した。グループホ

ーム職員より、迅速な受診が必要な場合

もあるため、迎えに行った際に連絡、相

談してほしかったとの申し出があった。 

利用者、グループホーム職員へ謝罪。

今後は送迎時に異変を感じた際に

は、すぐに管理者へ連絡し、対応の

指示を受けるよう統一した。また、

かかりつけ医や治療状況のこともあ

り、必ず医療機関、関係機関へも報

告、相談を徹底するよう周知した。 
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8 月 17 日 

就労移行 

他事業所へ外部清掃に行っていた利用

者を、時間に迎えに行き忘れてしまっ

た。 

利用者の相談を受けた事業所から連

絡があり発覚。すぐに送迎に向かう。

以後は送迎担当者だけでなく、全員

で声を掛けあうことを意識した。 

8 月 21 日 

就労移行 

相談支援専門員がモニタリングに来所

した際、利用者が外部作業に出て不在だ

った。事前に連絡をしていたにもかかわ

らず、空振りとなったことについて、遺

憾の申し出があった。 

相談支援専門員、利用者へ謝罪。連

絡を受けた職員が、①予定を共有の

カレンダーに記入、②他の職員に共

有すること、③申送りで周知、当日

の予定に入れるように周知した。 

2 月 28 日 

就労移行 

外部事業所より、見学の依頼を受け、日

程調整の連絡をする約束であったがで

きておらず、希望日に見学を受けること

ができなかった。 

相談支援専門員、利用者へ謝罪。調

整の必要な業務は後回しにせず、す

ぐに他の担当職員と相談し返事をす

るよう心がけることとした。 

 

その他 

＜事故＞ 

発生日 内容 対応 

6 月 2 日 

労務 

職員の高額療養費の「限度額適用認定書」発

行の依頼を受け入ていたが、遅れてしまっ

た。 

職員へ謝罪。社労士に相談して進

めていたが、結果として手続きは

不要であった。 

7 月 12 日 

労務 

6 月より配置転換にて契約内容が変更とな

る職員の時給計算が間違えていた。 

職員へ謝罪し、再計算して発生し

た差額をお支払いした。 

1 月 21 日 

労務 

年末調整で、払い戻しとなった金額を一部の

職員に計算できておらず、遅れて入金した。 
職員へ謝罪し、お支払いした。 

3 月 20 日 

労務 

家族の退職に伴い発生するはずの家族手当

の計算忘れがあった。 

職員へ謝罪し、差額をお支払いし

た。 

 

（６）その他（建物等修理・修繕の実施、設備・備品等の整備内容等） 

障害者多機能型事業所きらりの森 

・ 厨房排水工事 

・ 冷蔵庫買い替え 

・ 車両接触事故による車両の修繕 

・ 消防設備点検（年２回） 

・ 階段昇降機点検（年１回） 

・ 車検 

 

障害者多機能型事業所ここいろ 

・ 多目的トイレ洗面台撤去工事 

・ 消防設備点検（年２回） 

・ エレベーター点検（年１回） 

・ 車検 
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障害者多機能型事業所きらりの森 

就労継続支援事業（B 型）事業 

 

１． 基本方針  

・本人の希望に沿った作業を通じて、その人が“出来ること”を見出し、“出来ること”が増

えることで、自信を持つことが出来、作業に対してやりがいや責任を持って作業に取り組

めるように支援を行います。 

・生活リズムを整え、安定した生活が送れるように関係機関と連携を取りながら関わります。

また、個々を理解しながら、ニーズに合った支援を行い、作業をする事の楽しさと喜びを

得られるように支援を行います。 

・本人が安心して生活が送れるように、日常生活や作業の中で、困っている事や不安なこと

を関係機関と連携をとりながら一緒に解決していきます。 

 

２．重点目標 

授産活動について、スタッフ中心ではなく、利用者中心の活動を目指し、希望に添える支

援を行っていきます。 

 

３．具体的取り組み 

定 員 ２０名（平均利用者目標数：２１名に対し１９．２名） 

開所日・時間 月曜日から土曜日（日曜日定休） 

９：００～１６：００ 

授産科目 カフェ・パティスリーの経営 

菓子製造・配食・自動販売機・清掃作業 

 

（１）授産について 

・引き続き、各部門ごとに利用者の中にリーダー・副リーダーを配置し、授産の運営に主体

的に取り組んでいけるようにします。 

・毎日の朝の会と、月１回のミーティングを利用者中心に行っていきます。 

・製菓部門については、今年度は利用者が作れる商品開発に力を入れます。 

【評価】 

・ 〝リーダー〟を配置することで、他のメンバーからも頼りにされることが多くなり、責任

感を持つことにやりがいがあると発言される利用者も居れば、プレッシャーに感じてしま

う利用者、他の人も経験して欲しいとの声があったため、他メンバーと意見交換を行い、

現在は保留という形を取っています。リーダーへの配慮が足りなかったように思います。 

・ 利用者が中心となりミーティングを行うことで、利用者同士が交流できるきっかけになっ

ています。以前よりも発言される利用者が多くなり、みんなで考えていく形が出来てきて

います。 

・ 製菓の利用者一人一人に希望を取り、各自が作ってみたいお菓子作りに挑戦することが出

来ました。現在では、利用者だけで製造する商品が増えています。 
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（２）個別支援について 

・サービス管理責任者が利用者の生活状況等の全般を把握できるよう、担当スタッフとの連

携を深め、計画的に個別支援計画、モニタリングを実施していきます。 

・定期的に相談支援専門員、医療機関、家族等、連携を図れるようにしていきます。 

【評価】 

・ 毎日の申し送りで利用者の情報共有を行い、職員全体で各利用者の課題に向け、統一した

支援が行えるようになりました。しかし、支援内容については視野を広く持ち、利用者の

背景をより考えて支援する必要があります。 

・ 各関係機関との情報共有について、定期的に連絡調整を行い、利用者の特記を情報共有す

ることで対応の統一は出来たものの、支援については、視野が狭く利用者の取り巻く環境

を考える必要があると思います。 

 

４．利用実績 

＜利用者登録状況＞ 

 

＜市町村別利用者状況＞（2020 年 3 月 31 日時点） 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

登録者 46 0 0 1 0 47 

 

＜年齢性別利用者状況＞（2020 年 3 月 31 日時点） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 計 

男性 1 4 7 10 1 23 

女性 1 5 8 7 3 24 

計 2 9 15 17 4 47 

 

 

 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

4 月 26 47 3 0 536 20.62 

5 月 27 48 1 0 516 19.11 

6 月 25 48 1 1 503 20.12 

7 月 27 47 0 1 540 20.00 

8 月 27 47 1 1 512 18.96 

９月 25 46 0 1 456 18.24 

10 月 27 46 0 0 490 18.15 

11 月 26 47 2 0 491 18.88 

12 月 26 47 0 0 501 19.27 

1 月 25 47 0 0 485 19.40 

2 月 25 47 0 0 494 19.76 

3 月 26 44 0 3 477 18.35 

年間合計 312 55 8 7 6,001 19.23 
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自立訓練（生活訓練）事業 

 

１． 基本方針 

・発病や入院により、生活や就労、趣味などの様々な経験を得る機会が少なかった方々や、

チャレンジをしてみたけれども思うようにいかず自信を失い、何かをはじめることが不安

だと感じている方に、体力づくり、楽しみ、人と協力をするなどの機会をつくり、自信に

繋がるように一緒に取組みます。 

・生活リズム、一人暮らし、仕事、コミュニケーションが上手になりたい等の利用者さんそ

れぞれの目標に合わせて個別支援計画を作ります。計画に沿って、その目標に達するため

に何が必要か一緒に考え、定期的に振り返りながら様々な練習をしていきます。 

 

２． 重点目標 

  個別ケースを大切にして、その方の取り巻く環境まで把握できるようにして、目標が達成

できるように支援をします。 

 

３． 具体的な取り組み 

定 員 １２名（平均利用者目標数：８名に対し５.２名） 

開所日・時間 月曜日から土曜日（日曜日定休） 

９：３０～１５：００ 

プログラム コミュニケーション講座、料理教室、スポーツ 

レクリエーション活動 など 

 

（１）個別支援について 

 メンバーの生活訓練後の生活を考えながら、定期的に評価と課題の抽出を行っていきます。

他機関とも情報の共有を密に行い、早めに計画を立てメンバーの課題の抽出を行うことでタ

イミングを逃さず、個別支援を行います。 

【評価】 

・ 毎月の個別支援計画とモニタリングを実施しました。 

・ 課題の抽出に関しては、利用者、職員間での課題共有が不十分でした。逐語録を活用した

具体的な場面を通しての事例検討など、利用者の課題を共有する方法の改善が必要です。 

 

（２）報連相 

 日々の申し送りやミーティング時には、具体的にスタッフ間で情報の共有を行います。ま

た、関係機関との連絡等においては、事業所での様子や課題等の情報を整理し、効果的な支

援ができるよう情報共有を密に行います。 

【評価】 

・ 毎日の申し送りを実施し、スタッフ間で共有できる記録簿の作成を行いました。引き続き



14 

 

毎日の申し送りと、関係機関との連絡、スタッフ間での情報共有をしていきます。 

 

（３）計画的なプログラムの実施 

 年間スケジュールにそって企画を立てます。計画について円滑で安全な実施ができるよう

にスタッフ内で相談しながら実施できるように努めます。 

【評価】 

・ 月間プログラム表を作成することで、安全かつ円滑に実施することができました。 

・ 新規受け入れについては計画通りに実行することができませんでした。 

 

４．利用実績  

＜利用者登録状況＞ 

 

＜市町村別利用者状況＞（2020 年 3 月 31 日時点） 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

登録者 9 1 0 1 0 11 

 

＜年齢性別利用者状況＞（2020 年 3 月 31 日時点） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 計 

男性 2 1 1 1 0 5 

女性 0 3 2 1 0 6 

計 3 4 3 2 1 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

4 月 26 19 0 0 174 6.69 

5 月 27 19 0 0 166 6.15 

6 月 25 20 1 2 152 6.08 

7 月 27 18 0 2 168 6.22 

8 月 27 16 0 2 112 4.15 

９月 24 14 0 1 104 4.33 

10 月 27 13 0 2 114 4.22 

11 月 26 12 1 0 104 4.00 

12 月 25 13 1 0 133 5.32 

1 月 25 13 0 1 139 5.56 

2 月 25 12 0 0 124 4.96 

3 月 26 12 0 1 133 5.12 

年間合計 310 22  3 11 1,623 5.24 



15 

 

指定相談支援事業所きらりの森 

 

１． 基本方針 

・自分らしいあたりまえの生活の実現を目指します。ニーズを満たすために福祉に限らず、

医療や保健、就労等についても広い視野を持って相談支援をおこないます。 

・アセスメント力を高め広い視野を持ち、希望に近づける支援ができるよう関係機関と関係

機関と連携を取りながら関わります。 

・支援をしていく中で、地域の課題を感じ解決することができるよう法人内部、外部の支援

者と協力し解決に向けて方策を考える努力をします。 

 

２． 重点目標 

・計画相談…関係機関と協力しながら、希望する生活の実現に向けた計画になっているかど

うか確認しながら、モニタリング、計画の作成を行います。 

・エンパワメントの視点を持ち、必要最低限のサービス提供とモニタリングの期間になって

いるかどうかの見直しをします。 

 

３． 具体的な取り組み 

（１）一般相談支援事業として、社会資源を活用するための支援、地域移行支援、地域定着

支援、社会生活を高めるため専門機関の紹介等の実施をします。 

 

（２）特定相談支援事業として、福祉サービスの利用援助、計画相談の実施をします。 

・ 計画相談…新規の計画相談を年間 24 件受け入れます。 

・ 地域移行…年間に 3 名の方の地域移行を実現します。 

・ 新たに３名の方の地域移行の受け入れを行います。 

【評価】 

・ 計画相談…新規の計画相談を年間 24 件受け入れ目標のところ結果 7 件でした。 

・ 地域移行…2 名の地域移行が実現。地域移行の新規受け入れは 5 名でした。 

・ 新規受け入れ、営業、研修などの事業年間計画に基づいた運営ができませんでした。スキ

ルアップ研修についても、準備が遅く計画的に進めることができませんでした。 

 

４．利用実績 

＜利用者登録状況：計画相談＞ 

  登録者 新規登録者 終了者 新規・更新 モニタリング 
 

4 月 58 0 1 10 32 
 

5 月 58 0 0 1 40 
 

6 月 59 1 0 2 34 
 

7 月 59 0 0 6 31 
 

8 月 59 2 1 6 39 
 

9 月 59 0 0 5 32 
 

10 月 58 0 1 10 33 
 

11 月 60 2 0 10 35 
 

12 月 58 0 2 5 35 
 

1 月 57 0 1 5 36 
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2 月 58 1 0 7 38 
 

3 月 58 1 1 8 31 
 

年間合計 58 7 7 75 416 
 

月平均       6.3 34.7 
 

 

＜利用者登録状況：一般相談＞ 

 
地域移行 地域定着 

  登録者 新規登録者 終了者 登録者 新規登録者 終了者 

4 月 2 1 1 9 1 0 

5 月 1 0 0 9 0 0 

6 月 1 0 0 9 0 0 

7 月 1 0 0 9 0 0 

8 月 2 1 0 9 0 0 

9 月 2 0 1 9 0 1 

10 月 1 0 0 10 2 0 

11 月 1 0 0 10 0 0 

12 月 1 0 1 10 0 1 

1 月 0 0 0 10 1 0 

2 月 3 3 0 10 0 0 

3 月 3 0 1 11 1 0 

年間合計 18 5 4 0 5 2 

 

＜市町村別利用者状況＞ 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

計画相談 60 1 1 1 0 63 

地域移行 6 1 0 0 0 7 

地域定着 12 0 0 0 0 12 

 

＜年齢性別利用者状況＞ 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 計 

男性 1 8 10 9 5 33 

女性 3 5 6 8 4 26 

計 4 13 16 17 9 59 

 

５．『相談支援専門員等スキルアップ研修事業』 

松山市における精神障がい者の地域移行支援に取り組む相談支援事業所の資質の向上と

今後の地域移行支援事業の推進に向けての研修を松山市の委託を受けて実施しました。 

市内の相談支援事業所での事例検討の実施と、相談支援専門員と福祉サービス事業所のサ

ービス管理責任者を対象とし、今年度は、愛媛県における今後の福祉サービスの動向と、相

談支援専門員の研修制度について取り上げました。 

【評価】 

企画、広報等、計画的に進行できなかったことが反省点です。 

 

（１）相談支援専門員等に向けた研修会 

第 1 回研修 11 月 28 日 15:30～17:00 

場所：松山市保健所 
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対象者：一般相談支援事業所相談員 

テーマ「今後の相談支援専門員の研修制度について」 

松山市保健所保健予防課 越智敏行 氏 

第 2 回研修 2 月 25 日 13:30～15:00 

場所：松山市畑寺福祉センター ２階 ふれあい交流室① 

対象者：30 名程度。松山市内の相談支援事業所（精神）とサービス管理責任者 

テーマ「愛媛県の今後の福祉サービスの動向」 

        愛媛県保健福祉部障がい福祉課 西村泰史 氏 

テーマ「愛媛県の相談支援専門員の研修について今後の動向」 

        愛媛県障がい者自立支援協議会 人材育成部委員 大西 未佳 氏  

         (相談支援事業所光と風 相談支援専門員)  

（２）事例検討会 

 11 月より市内の地域移行支援を行っている７法人に案内し、４つの法人の相談支援事業所

から事例を提出していただき、４回事例検討会を実施しました。 

実施月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 参加者延数 

参加者数 7 名 5 名 6 名 8 名 7 名 33 名 

【評価】 

各法人の相談支援事業所の相談員より、行き詰っている事例等について意見を出し合い、

今後の支援につながる意見交換の場を持ちました。参加者が少ない点が課題です。 
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障害者多機能型事業所ここいろ 

就労移行支援事業 

 

１．基本方針 

  ・一人一人と向き合い、思いに寄り添いながら、その人に合った働き方を考え、一緒に

就職までの道筋を立てます。 

・プログラムを通して、働くことへの動機付けを行い、就労に必要な生活リズムが身に

つけられるよう支援を行います。 

・対人関係でも自信が持てるよう、座学や実践の場で、職場のマナーやコミュニケーシ

ョンを身に付け、安心して継続した就労ができるように支援します。 

 

２．重点目標 

  ・利用者の個々の特性に合わせ、希望を聴きながら、就労移行でチャレンジして良かっ

たと思えるような支援を行います。 

 

３．具体的な取り組み 

定 員 ８名（平均利用者目標数：７.５名に対し７.２名） 

開所日・時間 月曜日から土曜日（金曜日定休） 

９：００～１６：００ 

授産科目 清掃、洗濯、カフェの実習（経営） 

ＰＣ、介護職員初任者の養成 

   

（１）１年間に５名以上の就職者を出します。 

・ １日の業務役割を明確にして各担当者が毎日の振り返りで報告し、日報に記録を残します。 

・ 担当者がサービス管理責任者と相談して、相談支援専門員や医療機関、関係機関との連絡

を行います。 

・ 毎月の就労移行ミーティングで、各担当者が支援状況を報告します。 

・ 安定した就労ができるよう、一度は自宅を訪問して、生活面についてもアセスメントを行

い、アセスメントシートを作成します。働くことへの動機付けや、モチベーションが維持

できるように支援します。 

【評価】 

・ 年間の就職者は４名で、目標の達成はできませんでした。理由として、①就職に向けて、

計画的に進められなかったこと。②段階的な支援を共有できるものがなく、担当スタッフ

と利用者本人とのやり取りのみで進めていたためです。具体的な計画を立て、効率的に計

画の実行ができる取り組みが必要です。 

・ 毎日の業務の振り返りや、事業内のミーティング、関係機関への連絡を行ってきました。

日常業務の整理が不十分であり、日々の業務に時間をかけすぎているため、計画的な業務

の遂行のためには、業務整理・改善が必要です。 

・ アセスメントシートの作成について、作成に必要なスケジュールや時間の確保等、計画的

に進めることができませんでした。 

 

（２）就職後、安心して就労が継続できるようにします。 



19 

 

・ 働く場面において必要な、職場マナーやコミュニケーションの練習を繰り返し行い、自信

を持って就労できるようにします。 

・ ロールプレイやＳＳＴを通して、より実践のイメージが持てるように支援します。 

【評価】 

・ 座学は週１回実施。内容は、コミュニケーションや職場でのマナーに関するものが主でし

た。座学では、利用者同士が意見交換する機会になり、利用者の意識が良い方向に変わる

様子が見られました。今後も継続して実施します。 

・ 一方でここカフェの作業について、来客を増やす動きができておらず、充実したプログラ

ムになりませんでした。利用者とも一体となって、ここカフェが盛り上がっていくように、

集客にも工夫や改善が必要です。 

・ 就労移行から就職し、就労定着支援事業に引き継ぐ際に、情報共有が不十分で、就労定

着支援の職員と利用者の方との関係調整が上手くいかず、必要な支援を継続できない場

面がありました。就職後の支援についても改善が必要だと考えています。 

 

（３）新規の利用者を増やします。 

・ 体験者が就労移行を安心して利用し、継続できるよう、体験利用の段階から担当スタッフ

を決めます。 

・ 体験中には、各担当スタッフが来所後と作業後に、個別に毎回の振り返りを行い、関係機

関と情報共有することで、スムーズに利用につながるよう支援します。 

・ 毎月就労移行の見学交流会を実施して、多くの方に一般就労を目指せる機会を提供します。 

【評価】 

・ 新規利用者は５名でしたが、終了者も５名で、利用者を増やすことはできませんでした。

見学交流会を行いましたが、交流会を機に利用につながった事例はありませんでした。 

・ 就労移行の見学や体験の対応を、サービス管理責任者だけが担うのではなく、他のスタッ

フや利用者も一緒に見学対応ができるよう、方法の改善が必要です。 

 

４．利用実績 

＜利用者登録状況＞ 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

4 月 26 10 2 0 177 6.81 

5 月 25 10 0 0 175 7.00 

6 月 26 10 0 0 175 6.73 

7 月 27 10 0 0 201 7.44 

8 月 25 11 1 1 189 7.56 

9 月 26 10 0 0 184 7.08 

10 月 27 11 1 0 206 7.63 

11 月 25 12 1 0 204 8.16 

12 月 25 12 0 0 199 7.96 

1 月 25 12 0 2 174 6.96 

2 月 25 10 0 0 171 6.84 

3 月 27 10 0 2 168 6.22 

年間合計 309 128 5 5 2,223 7.19 

 

＜市町村別利用者状況＞（3 月 31 日時点） 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

登録者 8 0 0 0 0 8 
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＜年齢性別利用者状況＞（3 月 31 日時点） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 計 

男性  0  0  1  1  0 2 

女性  0  4  0  2  0 6 

計 0 4 1 3 0 8 

 

生活介護事業 

 

１． 基本方針 

  ・病院で長く入院している方々が、地域の中で自分らしく、あたりまえの生活が送れる

ように、いつでも対応できる体制を整えます。 

  ・メンバーの限りある１日１日を大切にして、対等な立場で思いやりを持って接し、メ

ンバー声に誠実に耳を傾け、希望や想いをくみ取ります。 

・やりたいことができて充実感を得たり、メンバー同士で支えあったり、生産活動を通

じて社会とのつながりを感じたりしながら、ハリのある生活が送れるように支援しま

す。 

  ・その人の持っている力を活かし、自分でできることはやってもらいながら、1 人 1 人

の身体状況に合わせた介護を行います。また、日々の体調や身体の変化に気を配り、

入浴等によって清潔を保持し、体操、ストレッチによって筋力を維持し、健康的な生

活が送れるように支援します。 

 

２． 重点目標 

各スタッフが個別担当の利用者と丁寧に関わり、スタッフ間や関係機関と情報を共有

しながら支援を進めます。 

 

３． 具体的な取り組み 

定 員 ３２名（平均利用者目標数：１８名に対し１５.６名） 

開所日・時間 日曜日から土曜日（金曜日定休） 

９：００～１６：００ 

授産科目 生産活動として、喫茶、洗濯 

 

（１）各スタッフが担当の方の希望や自宅での生活状況、生活歴、病状、現在のサービスの

状況、家族関係等を把握して、日々の支援を行います。 

【評価】 

・ 各スタッフが定期的なモニタリングを実施し、生活状況等の把握を行いました。アセスメ

ント票を新たに作成し、これまで以上に個別の状況把握ができる形をとりました。 

・ 今後もアセスメントの取り直しを、計画的に行います。 

 

（２）関係機関に連絡を取り、情報を共有します。 

【評価】 

・ 日頃から、こまめに相談支援専門員、医療機関、グループホーム等の関係機関と連絡を行

い、情報共有をすることで、安心して地域で過ごせるようにしています。 
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（３）個別の関わりから、全体のプログラムや個別対応の支援を修正や見直し、新たなプロ

グラムを取り入れていきます。 

【評価】 

・ 個別にニーズの拾い出しを行い、各々の希望を全体のプログラムに取り入れました。今後

も、日々の関わりの中から、個々の目標やニーズを意識して、プログラムにて柔軟に対応

していきます。 

 

（４）生活介護から次につなげる支援を行います。（就労継続 B 型や生活訓練等への移行や

併用） 

【評価】 

・ 就労継続Ｂ型との併用利用を２名の方が実現できました。現在利用中のメンバーの中にも、

今後、就労継続Ｂ型や生活訓練へステップアップを希望している方々がいますので、個別

の対応を行います。 

 

（５）１～４を行っていく時間を作るために、業務の整理・見直しを行います。 

【評価】 

・ 各職員の業務分担の見直しや、業務内容の整理を行い、個別支援に使える時間を増やして

います。 

 

４．利用実績 

＜利用者登録状況＞ 

 

＜市町村別利用者状況＞（2020 年 3 月 31 日時点） 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 伊予市 計 

登録者  40  4  1  2  0 47 

 

＜年齢性別利用者状況＞（2020 年 3 月 31 日時点） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 計 

男性  0  1  4  7  10 5 27 

女性  1  3  1  5  9 1 20 

計 1  4 5 12 19 6 47 

  開所日数 登録者 新規登録者 終了者 月延利用人数 平均利用人数 

4 月 26 48 2 2 416 16.00 

5 月 25 47 0 1 388 15.52 

6 月 26 49 3 1 415 15.96 

7 月 27 48 0 1 432 16.00 

8 月 25 48 0 0 400 16.00 

９月 26 47 0 1 405 15.58 

10 月 27 47 0 0 398 14.74 

11 月 25 46 1 2 382 15.28 

12 月 25 47 1 0 389 15.56 

1 月 25 47 0 0 403 16.12 

2 月 25 48 1 0 380 15.20 

3 月 27 48 0 0 396 14.67 

年間合計 309   8 8 4,804 15.55 
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就労定着支援事業所ここいろ 

                   

１．基本方針 

  ・就職後、職場環境や人間関係、生活での悩みや困りごと等に対して、本人や企業や関

係機関と一緒に考えながら、継続した就労ができるよう支援を行います。 

・就職後も、社会経験を積み重ねながら、やりがいをもって働き続けることができ、仕

事以外でも、希望する暮らしが実現できるよう支援します。 

 

２．重点目標 

  ・仕事を継続するだけでなく、仕事で役割を任されたり、喜びや、やりがいが感じられ

る働き方ができるように、一緒に考えます。 

 

３．具体的な取り組み 

 新規利用者数の受け入れを２名以上行います。 

（１）就労後の定着率９割以上を目指します。 

・就労定着事業のサービス利用前に、就労移行等の事業所や関係機関と連携して、十分

なアセスメントを行います。 

・毎月の支援時に、チェックリストを用いて、就労面だけでなく生活面についても支援

を行います。 

 

（２）就職後、３年以上、継続した就労ができるようにします。 

・一つの仕事を長続きできることで、自信を回復させたり、収入面で安心して暮らせる

ように支援します。 

・長く働く中で、仕事でのキャリアアップについても、考えられるように支援します。 

 

（３）働く仲間づくりができるようにします。 

  ・慰労会や交流会などの情報提供を行い、仕事の悩みを話し合える場をつくります。 

  ・やりがいのある就労や、充実した暮らしを実現するために、学習できる機会を提案し

ます。 

 

【評価】 

・ 就職後の定着率について、7名（2019年度登録者）の内、2名が退職しており、定着率は8

割以上9割未満となりました。 

・ 毎月の面談時に、就労や生活等に関する聞き取りを行っています。利用者の方に、必要だ

と考えられる助言は行ってきましたが、利用者の方自身に考えもらうような促しの支援が

不足しました。就労定着終了後のことも考え、利用者の方自身で解決できる力を身につけ

られるような関わりの改善が必要です。 

・ ここいろの就労移行で行っている懇親会や就労サロンの等の情報提供を行いました。学習

会などは実施できませんでした。 

・ 新規の利用者について、利用者との関係がうまくいかず、支援が必要にもかかわらず終了

となる場面がありました。障害福祉サービス利用時の様子の引き継ぎやアセスメントをし

っかり行う等、改善が必要だと考えています。 
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４．利用実績 

＜利用者登録状況＞ 

  登録者 
新規登録

者 
終了者 

   

4 月 5 0 0 
   

5 月 5 0 0 
   

6 月 6 1 0 
   

7 月 6 0 1 
   

8 月 5 0 0 
   

９月 5 0 0 
   

10 月 5 0 1 
   

11 月 4 0 0 
   

12 月 4 0 1 
   

1 月 3 0 0 
   

2 月 3 0 0 
   

3 月 4 1 0 
   

年間合計   2 3 
   

 

＜市町村別利用者状況＞ 

  松山市 砥部町 松前町 東温市 今治市 計 

登録者 6 0 1 0 0 7 

新規登録者 2 0 0 0 0 2 

終了者 3 0 0 0 0 3 

計 0 0 0 0 0 0 

 

＜年齢性別利用者状況＞ 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 計 

男性 0   1  2  3 0  6 

女性 0  0  0   1 0  1 

計 0 1 2 4 0 7 
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＜公益事業＞ 
 

（１）事業実施について 

Ⅰ 共同住居支援事業 

・ 共同生活支援事業として、地域生活を営む基盤を支えるための共同住居の運営を行いまし

た。（入居者4名） 

・ 運営を行うために、支援に携わる職員で、ミーティングを7月、2月に行いました。 

・ 共同生活を送る上で必要なコミュニケーションや環境調整のための話し合いの場として、

月１回の入居者ミーティングを行いました。 

・ 健康的な食生活の提案、食への興味関心を広げるため、週3回の夕食提供を行いました。 

・ 外食レクを6/18、2/15の２回実施しました。 

・ 情報共有として2/28に他法人の運営するかめかめサロンに２名参加したました。 

 

Ⅱ 地域生活支援事業 

・ 松山市民へ心の健康づくりを推進するとともに精神障害に対する理解を深めることを目的

として、松山市より委託を受け、『こころの健康フォーラム』を開催しました。 

・ 松山市に住む一般就労者や就労支援事業所利用者など、当事者が働くことを支援すること

を目的として、サロン事業を行いました。月1回開催し、意見交換やレクリエーションなど

を実施しました。 

 

 

（２）『こころの健康フォーラム開催』事業（松山市より委託） 

期間：2019年7月1日～2020年3月31日 

項目 

月 

地域生活支援事業 

日 こころの健康フォーラム 日 サロン事業 

4月   15 就労サロンきばらし：話し合い 

5月   20 就労サロンきばらし：動物園 

6月   17 就労サロンきばらし：ゲーム 

7月   15 就労サロンきばらし：卓球 

8月   19 就労サロンきばらし：卓球 

9月   16 就労サロンきばらし 

10月   21 就労サロンきばらし：ゲーム 

11月   18 就労サロンきばらし：卓球 

12月 7 こころの健康フォーラム（来住） 16 就労サロンきばらし 

1月 25 こころの健康フォーラム(清水) 20 就労サロンきばらし：なべ 

2月   17 就労サロンきばらし 

3月   17 就労サロンきばらし 
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第１回目 来住地区で開催 参加者110名程度。 

日時：2019年 12月7日(土)  14：00～16：00 

場所：愛媛生協病院 2階 

講演テーマ：「二次救急医療と精神科医療との連携と課題について」 

講師：愛媛生協病院 院長 今村高暢 先生 

パネルディスカッションテーマ：「地域で生活するための医療との付き合い方」 

パネラー：政所政美氏 久米病院 精神保健福祉士 

     大泉潤真氏 NPO法人ほっとねっと ねっとハウスくろーばー管理者 精神保健福祉士 

     当事者２名 

【評価】 

・ 当事者、地域事業所関係者、医療従事者等多くの参加がありました。 

・ 事前に久米地区の3事業所を対象に受診の際に気になることや疑問を持っていることなど

についてのアンケートを実施し、172名分の回答を頂きました。当日はこのアンケートを基

に講演とパネルディスカッションを実施しました。 

・ 講演では、実際の救急対応時等から、今後の精神科救急の対応の必要性や現状を知ること

が出来、分かりやすかったなどの声がありました。 

・ パネルディスカッションでは、当事者、支援者双方の立場からの意見が聞けて、自分と照

らし合わしながら振り返ることが出来たなど、多くの感想を頂くことが出来ました。 

・ 狙いとしていた当事者の想いを支援者がどう捉え、当事者が医療とうまく付き合って行け

るかを、会場全体で考える良い機会になりました。 

 

第２回目 清水地区で開催 参加者200名程度。 

日時：2020年 1月25日(土)  9：50～13：00  

場所：松山市清水小学校 はつらつルーム・いきがい交流センターしみず 

講演テーマ：「こころの健康について」 

講師：岸田卓也氏 精神保健福祉士 ボランティアグループほっとねっと松山代表 

体験発表…講師：当事者３名 

清水小、地域のクラブのメンバーによるトーンチャイムの演奏 

地域交流バザー、体験コーナー（幻聴妄想かるた、ダンボールマグネット作り） 

こころの健康相談コーナー 

【評価】 

・ 様々な年齢層の地域住民、交流センター利用者、事業所利用している当事者など多くの参

加がありました。 

・ 参加者からは、当事者の体験発表が、知らないことが多く、勉強になった、身近なところ

の人たちのことだと改めて感じられた、との感想がありました。 

・ 質疑応答では、接し方についてなど具体的な意見が出て当事者の方３名からそれぞれ意見

が返されました。 

・ 当日は、事業所のパンのバザー販売や、体験コーナーを通じて、交流を持つことや、生活

を地域の方に広く知っていただける機会となりました。 

 

第３回目 味酒地区で開催 コロナウィルス感染拡大防止により中止 

日時：2020年3月7日(土)  9：00～12：00 

場所：松山記念病院 地域活動支援センターステップ（3階 講堂） 

パネルディスカッション：「ともに生きるために」～地域のつながりの中で～ 

パネラー：松山記念病院職員、地域事業所職員、ピアサポーター 

バザー、こころと体の健康相談コーナー、司法書士などによる相談コーナー 
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